
B4-⑦⑧⑨⑩⑪ 

対象でん粉原料用いも生産者 

要件審査申請の手引き 
 

 

対象生産者の要件 

Ｂ－４ 

⑦ 認定農業者・認定新規就農者に基幹作業を委託した者 

⑧ 特定農業法人・特定農業団体に基幹作業を委託した者 

⑨ 特定農業団体と同様の要件を満たす組織に基幹作業を委託した者 

⑩ 
収穫面積の合計が0.5ha以上である生産者(法人含む)に基幹作業を委託し

た者 

⑪ 収穫面積の合計が 3.5ha 以上である協業組織に基幹作業を委託した者 

＊１ 基幹作業とは、「育苗」、「耕起・整地」、「畝立て・マルチ」、「植付け」、「防除」、

「収穫」のうち、いずれか１作業をいいます。 

＊２  基幹作業を委託した者は、委託に供した実面積（複数の基幹作業を委託した場

合は、その面積が最大であるいずれかの基幹作業の面積）が、当該生産者の作付  

け面積（収穫部分に限る）の１/２以上であることが条件です。 

 

上記に加え、次の項目も要件となります。 

○ でん粉工場との「でん粉原料用かんしょ売渡し契約」に基づき生産していること 

○ 「環境と調和のとれた農業生産の実施状況に係る点検シート」により、自ら点検

を行っていること 



B4-⑦⑧⑨⑩⑪ 
１．要件審査申請を行うために必要な提出書類（＊） 

○対象でん粉原料用いも生産者要件審査申請書兼補正届出書

(別紙様式第２号(Ｂ１)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

○でん粉原料用かんしょ売渡契約書(参考様式第１号)の写し・・・・・・・・  2

○基幹作業受委託契約書（参考様式第３号）の写し・・・・・・・・・・・・  3

○基幹作業実施申込書（参考様式第４号）の写し・・・・・・・・・・・・・・4 

〔事務手続きを委任する場合は、以下のいずれか一方の方法により委任状を提出〕 

○対象要件審査申請書兼補正届出書の委任状に署名又は記名捺印する。

○事務手続きを委任した旨の委任状

(参考様式第２－１号又は第２－２号)の写し・・・・・・・・・・・・・ 5～6 

２．保管することが必要となる書類 

○環境と調和のとれた農業生産の実施状況に係る

点検シート(別紙様式第１号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

３．すべての売渡し終了後に提出する書類（＊） 

○基幹作業に係る受託作業の実施証明書(参考様式第４号)の写し・・・・・・・4 

（１の提出書類が基幹作業実施申込書の場合のみ必要） 

＊ 複数の代理人に委任する場合でも、要件審査申請を委任する代理人（１者のみ）

に申請に必要な書類を提出してください。



申請年月日

独立行政法人農畜産業振興機構　理事長　殿

対象生産者コード（以前に通知がされている場合)

１．申請者名（個人の場合、フリガナは姓名の間に１文字空けること）２．代表者名（組織・法人による申請の場合に記入） ３．住所等（組織・法人による申請の場合、主たる事業所の住所等を記入）

〒 - Tel ( ） － Fax（ ） －

住所

225.0 ａ ×１００＝ 880.0 ％

ａ

小数点第２位を
四捨五入して記入220.0 ａ ÷

ａ － ａ ＝

以下の計算式に関係する数字を記入すること

・Ｂ－２のみ記入 ａ ＋

イ

00.0

合計
＊上記記載欄が不足する場合は、

別紙様式第２号（Ｂ２）に記載すること
ア

55.0

99987654321220.0 220.0

99987654321110.0 110.0

99987654321110.0 110.0

委託者の
対象生産者コ－ド

又は受託組織コード(当該
コードがない

場合には電話番号)

地名・地番

（地番が不明な場合はほ場を識別できる番号）

用途
(でん粉=1,その他=0

休耕＝２)

申請者の
作付面積

（収穫部分
に限る）

収穫作業
受託面積

受託者の対象生産者
コ－ド又は受託組織
コード(当該コードが
ない場合には電話番

号)

９．かんしょ収穫予定面積等詳細表（面積は全て小数点第二位を四捨五入して記入）

445.0 ａ

売渡予定

工場

45.0 ａ 0.0 ａ 0.0 ａ

申請者の作付面積

（収穫部分に限る）　ア
収穫作業

受託面積　イ
収穫作業

委託面積　ウ
合計　ア＋イ―ウ

㊞
⑫ □ 基幹作業面積の合計が３.５ha以上である受託組織、サ－ビス事業体へ

基幹作業を委託した者

代　理　人　名

委任する権限(該当欄に○をつける)

７．かんしょ収穫予定面積等（９の詳細表をもとに記入）（面積は全て小数点第二位を四捨五入して記入）
審査結果の通知の受領 交付金の交付申請及び受領

収　　穫　　予　　定　　面　　積

月 日 氏名

⑩ □ 収穫面積の合計が０.５ha以上である生産者(法人を含む）へ基幹作業
を委託した者

　　私は下記のとおり代理人を定め、本申請書兼補正届出書の提出以降に発生する審査結果の通知の受領、でん粉
原料用いも交付金の交付申請及び受領に関する権限を委任します。

⑪ □ 収穫面積の合計が３.５ha以上である協業組織へ基幹作業を委託した者
令和 年

Ｂ－４

⑦ □ 認定農業者・認定新規就農者へ基幹作業を委託した者

⑧ □ 特定農業法人・特定農業団体へ基幹作業を委託した者

⑨ □ 特定農業団体と同様の要件を満たす組織へ基幹作業を委託した者

Ｂ－３ ⑥ □ 基幹作業面積の合計が３.５ha以上である共同利用組織の構成員 　上記の件について誓約します。　　 氏名

Ｂ－２
④ □ 収穫面積の合計が０.５ha以上である生産者(法人を含む）

2 　本申請に係る対象要件を満たさなくなった場合には、速やかに独立行政法人農畜産業振興機構に本申請の取下げを願い
出ること

⑤ □ 収穫面積の合計が３.５ha以上である協業組織

1 　かんしょの生産に当たり、農薬及び廃棄物に関する法令の遵守等、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則
（昭和４０年農林省令第４３号）第４３条第２号ハに規定する諸事項について、別紙様式第１号に定める「環境と調和の
とれた農業生産の実施状況に係る点検シート」により自ら点検を行うこと。点検に使用した書類は２年間保管し、機構か
ら要請があった場合には当該書類を提出すること

③ □ 特定農業団体と同様の要件を満たす組織

㊞

□ 特定農業法人・特定農業団体

委任状
（以下の権限を委任する場合は枠中に必要事項を記載のうえ、氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）を記載
し、　押印することに代えて、本人（法人にあっては、その代表者）が署名することができる）

６．対象要件区分 ８. 添付資料　

Ｂ－１

① □ 認定農業者・認定新規就農者
（氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあっては、その代表者）
　が署名することができる）

②

□ 普通 漢字：

カナ：□ 当座

金融機関コード 支店コード 種　目 口　座　番　号 口座名義　（申請者口座名義に限る)

名　称

金融機関名
支店・
支所名

（※組織・法人による申請の場合は、生年月日に設立年月日を記入）

４．共同利用組織名 （Ｂ－３による申請の場合に記入） ５．振込口座情報（代理人による交付申請及び受領の場合は記入不要）

フリ
ガナ

6780

氏　名
又は

名　称
㊞ 氏　名

4567 012 345 6789 012 345123

性別　　□ 男 □ 女生年月日　大正・昭和・平成・令和 30 年 10 月 1 日
捺印 フリガナ

フリ
ガナ

日

代理申請者使用欄

令和 年産対象でん粉原料用いも生産者要件審査申請書兼補正届出書

令和 年 月

   B 4  

45..0 

1/2以
上であることが条件です。

ウ
20.0

育　苗 耕起・整地
畝立て･
マルチ

植付け 防　除 収　穫

基幹作業の共同利用等又は委託を行った実面積

・Ｂ－３、Ｂ－４のみ記入
※用途１のほ場のみを集計すること
※エには基幹作業ごとの共同利用等又は委託を行った

面積の合計の最大値を記載すること。  

＜対象要件審査申請及び交付申請に係る個人情報の取扱いについて＞
　独立行政法人農畜産業振興機構は、本申請書兼届出書の記載内容及び添付資料に含まれる個人情報を「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第59号）及び関係法令に基づき適正に管理し、
でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金に係る交付事務及び連絡のために利用し、対象国内産いもでん粉製造事業者、農業協同組合に交付金の交付に必要な情報を提供する。
　また、農林水産省、申請者又は届出者の関係する市町村、農業委員会、農業協同組合、集荷業者、申請者が参加(又は委託)する者、組織、団体、サービス事業体へ申請内容又は届出内容を確認するために提供する場合がある。　
その他、農業共済組合から農業災害補償制度の加入者について、甘味資源作物交付金の対象生産者の要件を満たしていることの確認依頼があった場合には、交付金に係る申請及び交付決定状況を提供する。
　なお、本申請書兼届出書を提出された場合は、本個人情報の取扱いについて同意したものとして取扱う。

□ 消費税の課税事業者の場合は左の□に
チェックを入れてください。（任意回答）

1



   

令和  

 

 

令和

                

 

　ただし、下表のいも販売額のうち、消費税及び地方消費税の税率が変更された場合におけるでん粉原料用いも
交付金相当額以外の部分に係る消費税及び地方消費税相当額は、変更後の税率により計算した額とすることがで
きるものとする。

令和

なお、交付金相当額との

同時支払いを行う場合

は、交付金相当額を参考

として明記します。

税　込）

  

          税　込）

  

2



 令和  

2 1

令和

3



令和

   

令和  

令和

4



令和  

令和  
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令和  

令和  
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環境と調和のとれた農業生産の実施状況に係る点検シート

【点検の方法】

チェック欄

１ 土づくりの励行

２ 適切で効果的・効率的な施肥

３ 効果的・効率的で適正な防除

４ 廃棄物の適正な処理・利用

５ エネルギーの節減

６ 新たな知見・情報の収集

７ 生産に係る情報の保存
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